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道路空間を活用した地域公共交通（BRT）等の
導入に関するガイドラインのポイント

第１章・第２章 ガイドライン作成の背景・位置付け

第３章 BRTの定義・概要

○BRTには、速達性、定時性、輸送力について高い性能を
発揮し、利用者に高い利便性を提供することが求められる

○BRTは鉄道・路線バスの中間的な輸送モードに分類され、
道路を走行するため、比較的ルート設定の自由度が高い

第４章 国内のBRT導入事例とその特徴

○我が国では、速達性、定時性、輸送力の確保などを目的に
全国各地でBRTが導入されている(R4.4現在28箇所※で運行)

○国内事例を導入の背景や輸送の特性から4グループに
分類し、グループ毎に走行空間や車両などの特徴を整理

第５章 BRT導入のプロセス

第７章 主な支援制度

○地方自治体がBRTを導入するにあたって、推進体制の構築
から管理運営までの各段階における留意点を、国内事例の
各種計画への位置付け、事業スキームの検討などを参考に
しつつ整理

第６章 交通結節機能の強化

○BRTの利便性向上の観点
から、鉄道や路線バス、
自転車など複数の交通
モードと効果的に接続
する集約型公共交通
ターミナルやﾓﾋﾞﾘﾃｨ・
ﾊﾌﾞを整備する際の
留意点を整理

出典：国土交通省「２０４０年、道路の景色が変わる～人々の幸せにつながる道路～」

高い速達性・輸送力を有するBRT高い輸送力を有するBRT

・基幹交通として専用走行空間を整備

・専用走行空間の整備が難しい場合は
バス優先レーンやPTPSを導入

・PTPSや快速運行を導入して速達性を
高めつつ、連節バスや高頻度運行により
多くの利用者を輸送

高い速達性を有するBRT観光需要等に対応した輸送力を有する
BRT

・交通量の少ない一般道において、
快速運行により速達性を確保

・鉄道の廃線敷を活用しバス専用道を整備

・主要鉄道駅と観光地、観光地と観光地
などを結ぶ区間を定時制を高めつつ、
連節バス等で運行

○カーボンニュートラルの促進、少子高齢化・人口減少下の地域の交通手段の確保の
ためには、地域の実情に応じ、BRT（バス高速輸送システム）などのCO2排出量の
少ない公共交通機関への見直しを行うことが求められる

○本ガイドラインは、公共交通機関の選択肢の一つであるBRTを導入する際の知見や
ノウハウ、留意点について、国内事例を基に整理し、主に地方自治体の土木部局を
対象に取りまとめたもの

○地域公共交通の見直しにおける、検討着手から管理運営
までの各段階における国の主な支援制度を整理

※国土交通省調べ 1



第1章 ガイドライン作成の背景
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2050年カーボンニュートラルの実現に向けて

政府は2050年までにカーボンニュートラルの実現を宣言

我が国の二酸化炭素排出量のうち、旅客自動車の占める割合は9.2%と高い
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公共交通を取り巻く状況等
少子高齢化・人口減少に対応した交通確保

三大都市圏以外のバスの輸送人員は減少

高齢化に伴い、免許返納者も増えており、高齢者の移動サービスの確保が課題

地域の交通手段の確保は地域の課題として取り組む必要がある

バスの輸送人員の減少 免許保有率
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公共交通を取り巻く状況等
ローカル鉄道の状況

沿線人口の減少や少子化の進展、道路網の充実と高速バスの路線の増加、マイカーへの転移

等により、ローカル鉄道の利用者は大幅に減少

令和4年7月25日「地域の将来と利用者の視点に立ったローカル鉄道のあり方に関する提言」

がまとめられた

ＪＲ旅客6社における輸送密度ごとの路線の割合
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公共交通を取り巻く状況等
コンパクト・プラス・ネットワークの推進

地域の活力を維持するため、地域公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりを進める

ことが重要

立地適正化計画と地域公共交通再編実施計画との連携イメージ
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BRTの政府・省計画における位置づけ

1）第2次交通政策基本計画
（R3.5閣議決定）

地域公共交通の維持・確保、MaaSやバリアフ
リー化の推進、公共交通・物流分野のデジタル
化、徹底した安全・安心の確保、運輸部門にお
ける脱炭素化等に、多様な主体の連携・協働の
下、あらゆる施策を総動員して全力で取り組む
こととしている。

2）地域脱炭素ロードマップ
（R3.6 国・地方脱炭素実現会議）

重点対策として、コンパクト・プラス・ネット
ワーク等による脱炭素型まちづくりを目指し、
地域公共交通計画と連動したLRT・BRTや
EV/FCV等の導入促進や、MaaSの社会実装や
地域交通ネットワークの再編・バリアフリー化、
駅前広場やバスタ等の交通結節点の整備による
モーダルコネクトの強化等を通じた公共交通の
利便性向上を掲げている。

3）国土交通グリーンチャレンジ
（R3.7 国土交通省）

2050年の長期を見据えつつ、グリーン社会の実
現に向け、2030年度までの10年間に重点的に
取り組む分野横断・官民連携のプロジェクト、
政策パッケージを戦略的に実施することとして
いる。
公共交通の利用促進として、地域公共交通計画
と連動したLRT・BRT等のCO2排出の少ない輸
送手段の導入促進を掲げている。

4）デジタル田園都市国家構想
（R4.6閣議決定）

デジタル化の恩恵を国民や事業者が享受できる
社会、いわば「全国どこでも誰もが便利で快適
に暮らせる社会」を目指し、最新技術を活用し
た交通の「リ・デザイン」において、新たなモ
ビリティサービスの活用による地域公共交通の
利用促進やBRTをはじめとする輸送システムの
導入促進を掲げている。
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道路政策ビジョン
「2040年、道路の景色が変わる～人々の幸せにつながる道路～」

令和2年6月に提言としてまとめられた「道路政策ビジョン」において、2040年に向けた

道路交通の低炭素化の施策として、BRT等の低炭素公共交通システムが提示

道路政策ビジョン「2040年、道路の景色が変わる～人々の幸せにつながる道路～」



第2章 ガイドラインの位置づけ
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道路空間を活用した地域公共交通（BRT）等が目指すもの

広域のまちづくりと一体となった地域社会の形成や、都市や移動全体の低炭素化を図る

バス、タクシーや、シェアリング型の移動サービスが集約・接続するモビリティ・ハブを整
備することで、地域の活動を活性化を図る

みち・えき・まちが一体となった新たなにぎわい空間を官民連携により創出し、道路ネット
ワークの機能を最大限発現、地域の活性化や災害対応の強化、生産性を向上を図る

モビリティ・ハブ

交通ターミナル

道路空間を活用したBRT

まちの賑わい・地域活性化
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ガイドラインの位置づけ

カーボンニュートラルの促進、地域公共交通維持の観点から、地域の実情に応じたBRTなど

のCO2排出量の少ない交通機関の導入が求められている

国内外においてBRT導入・検討が進んでおり、道路は重要な基盤としての役割を担う

〈地方自治体の土木部局を対象に、まちづくり担当部局、交通政策担当部局も参考となるように作成〉

－先行事例のポイントをまとめた事例紹介

道路空間を活用した地域公共交通（BRT）等の
導入に関するガイドライン

人口が減少傾向にある中で、交通モード
の特徴や地域の状況、将来の街の姿を見
据えつつ、地域公共交通（BRT）等を導
入する際の知見・ノウハウを整理

－BRT導入の意義、導入パターン、スキーム、プロセス、留意点等を整理

－各種支援制度の紹介

－モビリティハブの構築等、交通結節機能の強化

※本ガイドラインは、現在BRT等が導入されている地域の事例を基に整理したもの
※技術の進展や、新たなモビリティの普及、MaaSの活用、自動運転の実装なども踏まえたさまざまな連携
や工夫でBRTはさらに発展していくものと考えられ、今後も継続して見直しを図っていく



第3章 BRTの定義・概要
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BRTの定義

速達性
従来の路線バスよりも早い所
要時間での輸送サービスを提
供
• バス専用道やバス専用レー

ン・バス優先レーン、PTPS
など優先的な通行のための
工夫

• 運賃収受の工夫による乗
降時間短縮 など

定時性
移動時間について高い信頼
性を確保
• 一元的な運行管理システム

の導入等による所要時間
管理

• 所要時間・乗換え接続等の
情報案内システムの工夫
など

輸送力
多くの利用者に、効率的でス
トレスフリーな輸送サービスを
提供
• 大量輸送が可能な連節バ

スの導入
• 高頻度運行の実現 など

利便性
高度な速達性、定時性、輸送力とあいまって、利用者の利便性を向上
• 複数の交通モードとの接続性の強化
• 情報案内システム など

BRTとは、走行空間、車両、運行管理等に様々な工夫を施すことにより、速達性、定時性、
輸送力について、従来のバスよりも高度な性能を発揮し、他の交通機関との接続性を高める
など利用者に高い利便性を提供する次世代のバスシステム
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BRTの構成要素

構成要素 主な整備内容 速達性 定時性 輸送力

走行空間

①専用走行路
②バス専用レーン
③バス優先レーン（一般車と共用）
④一般道（一般車と共用）

◎ ◎ ●

停留所

①道路中央への設置：千鳥式・対向式等
②歩道上への設置：バスベイ型、テラス型等
③他の公共交通機関やシェアサイクル、電動

キックボードなど複数のモビリティとの接続

● ● ◎

車両
①車体：単車バス、連節バス
②走行方式：従来式、ガイド式等
③駆動方式：化石燃料、電気等

◎

運行管理
システム

①路-車間通信（PTPSの導入等）
②料金収受（ICカード等）
③管制システム（GPSの活用等）
④データ活用による運行サービス最適化等

◎ ◎ ●

情報案内
システム

①バスロケ（待ち時間ストレスの解消等）
②情報案内板（車内・車外）
③スマホアプリ等

●

◎特に性能を向上させる構成要素 ●性能を向上させる構成要素

■専用道

■専用レーン

■優先レーン、PTPS

■連節バス

BRTを構成する要素(例)

バス車両のほか、走行空間、停留所、運行管理システム、情報案内システム等によって構
成され、導入の目的や地域の状況に応じて、各要素を組み合わせて整備・運営



②バス専用レーン

• 特定の車両（バス）が通行しなければならない
専用通行帯、バス以外の車両が通行しなければ
ならない車両通行帯を指定するもの

• 一般車両の影響を受けないため速達性・定時性
を確保する上では効果的な整備方法

③バス優先レーン（一般車と共用）

• 特定の車両（バス）が優先的に通行できる優先
通行帯を指定するもの

• 一般車両の影響を受けにくいため速達性・定時
性を確保する上では効果的な整備方法

④一般道（一般車と共用）

• 既存の一般道を走行する方法
• 連節バスを走行させる場合、停止線の位置や隅
切り（歩道巻き込み）、中央分離帯への影響が
想定されるため、バス停付近、交差点付近にお
ける走行安全性を確認する必要がある

①バス専用道

• 一般車線と物理的に区別された走行路
• 一般道と交差するケースを除いて信号交差点に
よる停車時間の損失がないため、速達性・定時
性を確保する上では最も効果的な整備方法

15

BRTの構成要素
走行空間



③他の公共交通機関やシェアサイクル、電動キック
ボードなど複数のモビリティとの接続

• 様々なモビリティと接続することにより、利用
者の利便性を向上できる

• 立地場所や利用者
の特性に応じて、
適切なモビリティ
との結節機能を
高めることが重要
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BRTの構成要素
停留所

①道路中央への設置：千鳥式、対向式等

• 歩道に接続しない停留所については停留所から
歩道等まで歩行者等が安全かつ円滑に移動でき
るよう十分な対策を講じることが必要である。

• 設置位置の違いにより千鳥式、対向式がある。

交差点の千鳥方向に設置（千鳥式）

交差点片側に集約設置（対向式）

②歩道上への設置：バスベイ型、テラス型 等

• バスベイ型：歩道に切り込みを入れてバスの停
留所を設ける

• テラス型：車道側に張り出して停留所を設ける
バスベイ型

テラス型



③駆動方式：化石燃料、電気 等

• 化石燃料：軽油等を燃料とする内燃機関による
駆動方式

• 電気等：電気や水素を燃料とする環境性能の高
い駆動方式
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BRTの構成要素
車両

①車体：単車バス、連節バス

• 単車バス：従来の路線バスで使用される形状の
バス車両。輸送力を確保する場合には高頻度運
行を実施する必要がある

• 連節バス：大量輸送のために車体を2連以上繋げ
たバス車両
一般的な大型単車バス車両の定員の約1.5倍程度
の輸送力が見込まれる

②走行方式：従来式、ガイド式 等

• 従来式：従来通りのドライバーによる運転
• ガイド式等：ガイドウェイ式専用軌道を採用し
た場合における、ハンドル操舵不要の運転方式
（例：名古屋ガイドウェイバス）
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公共交通におけるBRTの位置付け

基幹公共交通軸を担う交通システムは一定以上の速達性、定時性、輸送力が要求される

BRTは鉄道と路線バスの中間的な輸送モードに分類

各公共交通機関の特徴



19

公共交通におけるBRTの位置付け

BRTは道路を走行するため、一般的に鉄道、モノレール、LRTと比べると導入費用が安く、

ルート設定の自由度が高い



第4章 国内のBRT導入事例とその特徴
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我が国におけるBRT導入の経緯・導入事例

我が国のBRTは、鉄道からモード転換、速達性・定時性の確保、輸送力の確保の目的でBRT
を導入

1980年代

1990年代

2000年代

2010年代

1950年代

2020年代

鉄道からモード転換 速達性・定時性の確保 輸送力の確保

東京BRT：都心と臨海地域
とを結び、交通需要の増加に
対応

清流ライナー：公共交通とま
ちづくりが連携し、幹線軸に
BRTを導入

白棚線：廃線跡の一部区間
をバス専用道に転用

気仙沼線・大船渡線BRT：
東日本大震災により流出した
旧鉄道敷をバス専用道として
活用して運行

ひたちBRT：鉄道利用者の
減少により廃線された旧鉄道
敷をバス専用道として活用し
て運行

幕張新都心線：拡大する交
通需要に対応するため、連節
バスを導入

ゆとりーとライン：渋滞対策･
交通需要への対応として、高
架専用軌道を走行するガイド
ウェイバスを導入

名古屋市基幹バス：路線バ
スの定時性確保のため、専用
レーンを走行する基幹バスを
導入

萬代橋ライン：幹線と支線に
分離し、幹線にはバス優先
レーンを整備してBRT化、路
線網を再編
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名称 自治体 事業者 連節バス

①大船渡線 岩手県 JR東日本
②気仙沼線 宮城県 JR東日本
③白棚線 白河市 JRバス関東

④かしてつバス
石岡市
小美玉市

関鉄グリーンバス

⑤ひたちBRT 日立市 日立電鉄交通サービス

⑥幕張新都心線 千葉市 京成バス 〇

⑦東京BRT 東京都 京成バス 〇

⑧ツインライナー 町田市 神奈川中央交通 〇

⑨
準急高尾駅南口
→館ヶ丘団地

八王子市京王電鉄バス 〇

⑩直行日野自動車前行 日野市 京王電鉄バス 〇

⑪ツインライナー 藤沢市 神奈川中央交通 〇

⑫ツインライナー 厚木市 神奈川中央交通 〇

⑬ベイサイドブルー 横浜市 横浜市交通局 〇

⑭ツインライナー 相模原市神奈川中央交通 〇

⑮萬代橋ライン 新潟市 新潟交通 〇

⑯清流ライナー 岐阜市 岐阜乗合自動車 〇

⑰基幹バス（2号系統） 名古屋市
名古屋市交通局
名鉄バス

⑱ゆとりーとライン 名古屋市名古屋ガイドウェイバス

⑲神都ライナー 伊勢市 三重交通 〇

⑳サンサンシャトル 四日市市三岐鉄道 〇

㉑ JOINT LINER 草津市 近江鉄道 〇

㉒YELLOW LINER 華連 精華町 奈良交通 〇

㉓
関西国際空港
第2旅客ターミナル線 泉佐野市南海バス 〇

㉔
オレンジアロー連
SANDA 三田市 神姫バス 〇

㉕Port Loop 神戸市 神姫バス 〇

㉖
南海りんかんバス専用
道路

高野山 南海りんかんバス

㉗福岡BRT 福岡市 西日本鉄道 〇

㉘北九州BRT 北九州市西鉄バス北九州 〇

1717

1919

導入箇所：２８箇所※

軌道法によるもの １箇所
道路運送法によるもの 4箇所
道路法によるもの 23箇所

66778899 1010

1111
1212 13131414

凡例：

軌道法に基づく路線

道路法に基づく路線

道路運送法に基づく路線

導入箇所

8割のBRTは道路空間を走行
22

我が国におけるBRT導入の経緯・導入事例

全国各地において、専用道や連節バス等により速達性、定時性、輸送力を高めたBRTを導入

※国土交通省調べ（令和4年4月1日時点）
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我が国におけるBRT導入事例の基礎的な分析
輸送特性に着目した分析

3つの視点を1つに重ね合わせて散布図を作成。縦・横軸をそれぞれ閾値により区分し、
4つのグループに分類 ※縦軸（輸送密度）：500人/日 横軸（表定速度）：15km/h

輸送密度
（人/日）

表定速度（km/h）

第３グループ
高い速達性を有する
BRT

第１グループ
高い速達性・輸送力を
有するBRT

第2グループ
高い輸送力を有する
BRT

第４グループ
観光需要等特定の目的に
対応したBRT

～～

＜凡例＞

①地域特性
●（中実）：都市
○（中空）：地方

②導入の背景
（赤）：モード転換
（緑）：路線再編
（青）：路線再編（快速）
（黄）：観光

③走行空間の形態
○（丸）：専用レーン等あり
◇（菱）：一般道のみ
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我が国におけるBRT導入事例の基礎的な分析
BRTのパターン分類とその特徴

国内でBRTが導入されている28事例※を対象に、導入の背景や輸送の特性から4グループに分
類し、グループ毎に走行空間や車両などの特徴を整理

・PTPSや快速運行を導入して速達性を高めつつ、
連節バスや高頻度運行により多くの利用者を輸送

東京ＢＲＴ

・基幹交通として専用走行空間を整備

・専用走行空間の整備が難しい場合はバス優先レーンや
PTPSを導入

・主要鉄道駅と観光地、観光地と観光地などを結ぶ
区間を定時制を高めつつ連節バス等で運行

ベイサイドブルー

・交通量の少ない一般道において、快速運行により
目的地までの所要時間を短縮して速達性を確保

・鉄道の廃線敷を活用しバス専用道を整備

ひたちＢＲＴ

高い輸送力を有するBRT 高い速達性・輸送力を有するBRT

高い速達性を有するBRT観光需要等に対応した輸送力を有するBRT

名古屋市基幹バス

（例）名古屋市では、道路中央車線
にバス優先レーンを整備した
「中央走行方式」を採用し、
速達性・定時性を確保した
「名古屋市基幹バス」が運行

（例）東京都臨海部では、将来
の交通需要増への対応に
備え、連節バスを導入し
た「東京ＢＲＴ」がプレ
運行中

（例）横浜市では、都心臨海部
の回遊性の向上や街の魅
力を高めることを目的に、
街のシンボルとなる連節
バスを導入した「ベイサ
イドブルー」が運行

（例）日立市では、廃線跡地を無
償譲渡された市が、バス専
用道として整備し、従来路
線バスよりも速達性を確保
した「ひたちBRT」が運行

※国土交通省調べ（令和4年4月1日時点）



パターン別の導入事例
第1グループ：高い速達性・輸送力を有するBRT （専用走行空間の整備）

基幹交通として、バス専用道やバス専用軌道、バス専用レーンといった専用走行空間を整備
し、定時性、速達性が高く、多くの利用者を輸送することを可能としているBRT

○ゆとりーとライン（愛知県名古屋市）
• 鉄道とバスの利点を組み合わせたガイドウェイバスシステムを導入
• 交通渋滞が発生する区間では高架専用軌道を走行し、平面区間はバスレーンや一般道を走行するデュアルモードで

運行
• 高架専用軌道延長6.8km、一般道延長12.3km
• 高架専用軌道を整備して、速達性・定時性を確保（最高速度60km/h）
• 高架を整備した区間では、朝ラッシュ時の所要時間が約32分から約13分に短縮

専用走行空間を整備したBRTのイメージ
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○清流ライナー（岐阜県岐阜市）
• 環状道路の整備により、中心部の通過交通が排除され交通量が減少した

ことや、路面電車が廃止されたことにより道路空間に余裕ができたこと
などから、段階的にバス優先レーンを導入

バス優先レーンの導入

26

パターン別の導入事例
第1グループ：高い輸送力・速達性を有するBRT （バス優先レーンの整備、PTPS･快速運行の導入）

専用走行空間の整備が難しい場合等、バス優先レーンの整備やPTPSの導入、路線再編等によ
る快速運行により、路線バスと比べ、速達性、定時性、輸送力の向上を可能としているBRT

路面電車の廃止

バス優先レーンの整備、PTPS･快速運行を導入したBRTのイメージ



○東京ＢＲＴ（東京都港区、中央区、江東区）
• 交通需要の増加に対応し、地域の発展を支える新しい公共交通機関として、臨海部と都心を結ぶBRTのプレ運行を

令和2年10月から開始
• 東京2020大会後の選手村のまちびらきなど

今後の交通需要の増加も見据え、令和4年度
以降に本格運行を開始する予定であり、本格
運行では、公共交通優先施策や運賃収受の工
夫による停車時間の短縮などを図ることで、
速達性・定時性を確保に取り組むこととして
いる

27

パターン別の導入事例
第2グループ：高い輸送力を有するBRT （連節バス・PTPS・快速運行の導入）

専用走行空間やバス優先レーンの整備が難しい場合で、PTPSや快速運行等により速達性を高
めつつ、連節バスや高頻度運行等により、多くの利用者を輸送することを可能としている
BRT

連節バス・PTPS・快速運行を導入したBRTのイメージ
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パターン別の導入事例
第3グループ：高い速達性を有するBRT （連節バス・快速運行の導入）

快速運行により目的地までの所要時間を短縮して速達性を確保しているBRT

鉄道駅と大学や集約就業施設を結ぶ区間で、朝夕のラッシュ時には連節バスの導入により
一時的な輸送需要増に対応している例もある

○サンサンシャトル（三重県四日市市）
• 朝夕に通勤・通学の交通が集中しており、周辺道路等の渋滞

などが深刻な問題となっており、交通渋滞の緩和、排出ガス
の抑制など環境負荷の低減に貢献するため、連節バスの導入
により、大量輸送を実現

• 連節バスの運行ルートは通常の路線バスと同じものとしてい
るが、停車場所を沿線企業と教育機関に限定し快速運行する
ことにより速達性を確保

連節バス・快速運行を導入したBRTのイメージ



パターン別の導入事例
第3グループ：高い速達性を有するBRT （鉄道からモード転換）

鉄道が担っていた地区間交通の代替として廃線敷をバス専用道として活用し､速達性､定時性を
確保したBRT

鉄道サービスと比較して、バス停の新設や運行頻度の増加、部分的な一般道走行による柔軟な
目的地の設定等により、利便性を向上させることが可能

○気仙沼線・大船渡線BRT（宮城県・岩手県）
• 平成23年3月の東日本大震災において、鉄道線路が流出するなどの大きな被害を受け、鉄道としての復旧には期間・

費用が必要であったことから、BRTとして整備
• 鉄道敷を活用したバス専用道の整備による速達性・定時性の確保や、運行頻度を高めることによる利便性を向上
• BRTとして復旧することでまちづくりの各段階に合わせたルート設定や駅の増設等の柔軟な対応が可能

道の駅への乗り入れ 病院への乗り入れ

鉄道からモード転換したBRTのイメージ

29



30

パターン別の導入事例
第4グループ：観光需要等特定の目的に対応したBRT （観光地等における連節バスの導入）

観光地間を結ぶ区間や、主要鉄道駅と観光地間等を結ぶ区間等、特定の事業の目的に基づき、
定時性を高めつつ運営するBRT

○ベイサイドブルー（神奈川県横浜市）
• 都心臨海部の回遊性の向上や街の魅力を高めることを

目的とするため、街のシンボルとなり、一度に多くの
需要が発生する地区の交通特性に対応できる連節バス
を導入

• 運行ルートは、横浜駅東口を起点とし、水際線沿いを
中心に来街者が利用する主要な施設を結び山下ふ頭を
終点とするルート

• 連節バスの導入により、公共交通などを中心とした交
通体系が強化・拡充され、マイカー交通から公共交通
への利用転換に繋がっている

観光地等で連節バスを導入したBRTのイメージ



第5章 BRT導入のプロセス

31



継続的な運行サービスの提供• 継続的な運行サービスの提供
• 効果検証に基づく施策の改善

等32

BRT導入のプロセス

地方自治体がBRTを導入するにあたって、推進体制の構築から管理運営までの各段階におけ
る留意点を、国内事例の各種計画への位置付け、事業スキームなどを参考にしつつ整理

構想
段階

計画
段階

事業化
段階

管理運営
段階

調
査
中

事
業
中

【整備方針】
検討の対象範囲
現状及び将来見通し
の把握、課題の抽出
整備の方針
整備イメージ

【総合計画】
目指す将来像
将来像実現のための施策 等

【地域公共交通
計画】
公共交通に関する目標
目標実現のための事業
公共交通のサービス
水準の目安（運行形態、
運行回数、運賃等）
事業・実施主体 等

【都市計画マスタープラン】
都市づくりの基本理念・目標
都市計画に関する方針 等

【立地適正化計画】
目指す都市の骨格構造
誘導施設・誘導区域等
誘導施策 等

関連計画

【事業計画】
施設整備計画（走行
空間、停留所車両等
運行管理システム
等)
自動運転への対応
事業スキーム

【都市計画変更】
走行空間・拠点等の都市計画への位置づけ 等

【設計・施工】
設計施工における連
携・調整
多様な主体との連携
官民連携による事業
の実施

【管理・運営等の具体化】

【地域公共交通の
運行】
継続的な効果検証
データ収集・活用・
提供

【施設・車両等の維持管理】

留意点留意点

地域の現況・課題の把握• 地域の現況・課題の把握
• 都市が目指すまちづくりや公共交通に
関する将来像を踏まえた検討

• カーボンニュートラルの実現、コンパク
ト・プラス・ネットワークの考えに基づい
た都市構造の検討

• 運用を見据え、地元住民、地元自治体、
交通事業者や道路管理者、交通管理者が
一体となった体制の構築

等

• 持続可能な地域公共交通網の検討
• MaaSや新しいモビリティの普及策を踏ま
えた地域のまちづくりと一体となった計画
策定

• 道路空間を利活用したまちの賑わいの創出
• 地域住民の意向を踏まえた走行ルート、
運行計画の検討

等

継続的なサービス提供に向けた事業スキー• 継続的なサービス提供に向けた事業スキー
ムの検討

• 他のモビリティとの交通結節機能の強化
• 整備、運営に民間の資金や創意工夫を活用
できるようPPP/PFIの検討や導入

等
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推進体制

BRTは走行空間、車両、交通結節点等の構成要素を総合的に整備することが必要であり、調
整が必要なステークホルダーは多岐にわたる

BRTの検討を進めるにあたっては、計画段階から運用を見据え、地域住民、地元自治体、交
通事業者や道路管理者、交通管理者等と連携できる体制を構築していくことが重要

導入プロセスの段階毎に調整すべき関係者は異なる場合があり、段階に応じて適切な推進体
制を構築することが必要

■住民・行政・事業者が一体となった推進体制
【構想段階】
平成17年に廃線となった日立電鉄線の跡地の活用方策
について、学識経験者、商工会議所、交通事業者、交
通管理者、市民、企業、県等からなる「日立電鉄線跡
地活用整備基本構想策定委員会」で検討
市の長期的なまちづくりの推進及び沿線地域の諸課題
解決を図るために活用することを、平成21年3月に『日
立電鉄線跡地活用整備基本構想』として取りまとめ

【計画段階】
『日立電鉄線跡地活用整備基本構想』を受け、平成22
年度に日立電鉄線跡地を活用し、バス交通を高度化し
たバス高速輸送システム（BRT）の導入に向けた詳細な
計画の検討を行うため、学識経験者、交通事業者、交
通利用者、交通管理者、市民、関係行政機関からなる
「新交通導入計画検討委員会」を設置
BRTを導入するための基本的な計画として『新交通導
入計画』として取りまとめ

<例>茨城県日立市
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構想段階

都市・地域計画や交通計画の位置付けや方向性を踏まえ、地域の課題や将来の見通しを把握
し、地域公共交通の機能強化や必要性を整理した上で「整備方針」を作成

「整備方針」は、まちづくりや立地適正化計画、地域公共通計画等の関連計画と整合を図る
ことが必要

検討範囲を設定する際には、関連する計画に示されるまちづくりの方向性、地域拠点の位置、
地域のニーズやひとの移動状況、道路交通の状況、公共交通機関の利用状況等を考慮

地域の現状を確認するだけでなく、都市構造、都市経営としての観点で、将来見通しも踏ま
えて検討

BRTの整備方針策定イメージ
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構想段階
現状及び将来見通しの把握、課題の抽出

検討の対象範囲を踏まえ、地域の状況、交通実態、地域の課題やニーズ、ポテンシャル、将
来の見通しについて、関連するまちづくりなどの将来計画・構想や既存の統計データの収集、
実態調査を実施し把握

公共交通の利用促進を阻害する要因について分析を行い、既存の公共交通サービスの改善点
など、さまざまな視点からBRT導入にかかる課題や配慮すべき点を整理

調査項目（例）
項目 内容

利用者数等の推移 公共交通の利用率の推移
年間輸送人員の推移
停留所別乗降者数の推移
断面輸送人員

利用者属性 定期・定期外別輸送人員の推移

運行サービス水準 運行系統
運行形態
所要時間

施設の状況 停留所数
車両台数
ICカード

交通
ネットワーク等

鉄道駅との結節状況道路状況

経営状況 収支
支出
収支の推移

人口の推移 沿線人口及び年齢別人口構成の推移
中心市街地の状況

沿線の土地利用等 公共公益施設や商業施設の立地状況、通勤需要を創
出する工場や業務施設（オフィス）の立地状況等

既存のバス路線を再編するケースでの分析（例）
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構想段階
整備の方針

要求性能 構成要素

速達性を向上 走行空間（バス専用道やバス専用／優先レーン）の整備、PTPSの導入、快速運行等を
検討

定時性を確保 走行空間（バス専用道やバス専用／優先レーン）の整備、PTPSの導入等を検討

輸送力を向上 連節バスの導入と連節バスが走行するための走行路や停留所の整備・改良、高頻度運行
等を検討

利便性を向上 運行頻度、接続性強化、停留所高度化、情報案内システム等を検討

運行効率を向上 路線再編、自動運転等を検討

新規に整備 走行空間、停留所、車両、運行管理システム等を総合的に検討

BRTに求める性能と構成要素の例

地域の課題を抽出した際の視点も考慮し、BRT導入の大方針（目標）を設定

関係する計画との整合を図りつつ、地域の将来像、各拠点間のアクセス強化、地域内の公共
交通の確保、既存公共交通サービスの改善などの観点から、整備の方向性を整理

整備の方向性について整理すべき項目（例）

・公共交通に関する目標 ・目標実現のための事業

・公共交通のサービス水準の目安 ・BRTの要求性能

・走行ルート ・走行空間

・停留所 ・車両

・導入スケジュール など



環状道路の整備、路面電車の廃止

環状道路の整備
（H15）

JR岐阜駅

岐阜市では、人口減少や高齢化に対応するため、「コンパクト＋ネットワーク」の考えのも
と、公共交通とまちづくりが連携した集約型都市構造の実現を目指し、持続可能な公共交通
網の構築を推進

環状道路の整備により、中心部の通過交通が排除され交通量が減少したことや、路面電車の
廃止により道路空間に余裕ができたことなどから、バス優先レーンを導入
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構想段階
整備の方針（事例紹介 岐阜県岐阜市）

バス優先レーンの導入

岐阜市資料を加工

BRT路線
バス優先レーン

BRT路線

バス優先レーン
（H22.3）

環状道路

出典：平成16年度 鉄軌道、中心市街地の活性化による公共交通を中心とした地域づくりに関する調査 報告書（国土交通省）より加工

路面電車の廃止
（H17.3） JR岐阜駅

バス優先レーン
（H26.3）

写真提供：岐阜市

西野町電停

バス優先レーン

西野町電停跡

岐阜市内線
揖斐線
田神線
美濃町線

27m

バス優先
レーン

4.25ｍ6ｍ 6ｍ3.25ｍ 3.25ｍ

歩道部 歩道部

4.25ｍ

バス優先
レーン

一般レーン

5m 5m 5m6m 6m

歩道部 歩道部

路面電車車道部 車道部

27m
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構想段階
整備の方針（事例紹介 新潟県新潟市）

出典：新たな交通システム導入検討に関する報告書（新潟市新たな交通システム導入検討委員会）

新潟市では、新潟らしいコンパクトなまちづくりとして｢多核連携型都市｣を目指し、公共交
通と連携し環境負荷を軽減するまちづくりを推進

基幹公共交通軸の強化として、バス専用レーンを導入検討し、連節バスを走行させ、都心ア
クセスの強化として、パークアンドライドの拡充やバスとの連携強化による利便性向上を
図っている



東日本大震災による被災により、鉄道復旧には期間･費用が必要なことから、BRTにより復旧

線路敷を活用しBRTの専用道を整備することで、速達性、定時性を確保

まちづくりの各段階に合わせたルート設定を行い、駅の増設等を柔軟に対応
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構想段階
整備の方針（事例紹介 宮城県気仙沼市、岩手県大船渡市 等）

【被災地におけるBRTのメリット】
• まちづくりの各段階に合わせたルート設定、駅の増設等の柔軟な対応が可能
• 一般道路を活用すれば、早期の運行開始が可能
• 地震・津波時も可能なところまで自力走行でき、利用者がより避難しやすい
• 鉄道敷を活用することによる速達性・定時性の確保
• フリークエンシー（運行頻度）を高めることによる利便性の向上

ルート設定イメージ
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構想段階
整備イメージ

BRT導入による地域公共交通サービスが目指す将来像について、概略ルートや要求性能等に
ついてわかりやすくイメージ化した上で、地域住民を含む関係者と共有

円滑に検討を進めるため整備の方針の検討段階でも、必要に応じてイメージ化し、コミュニ
ケーションに役立てることも重要

将来像について、住民を含め広く関係者で共有することにより、関係者の一体感を醸成し、
以降の計画検討を円滑化することが期待される

<例>新潟市

「新たな交通システム導入基本方針」に基づき、検討を進めてきたBRTの導入について、BRT運行計画
や整備イメージなどをとりまとめ、地域住民に対して情報提供

・走行空間

運行開始時点：専用走行
路の設置は行わず、現在の
バス優先レーンを走行

段階的な整備：道路中央
部への専用走行路設置を目
指す

・交通結節点

利用者の物理的な乗換抵抗を低減し、乗換
の定着に寄与する乗換施設を整備
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計画段階

構想段階で検討した整備方針や関連する上位計画を踏まえ、施設整備計画、自動運転への対
応、事業スキーム等を具体化し、計画としてとりまとめる

円滑に検討を進めるため、道路管理者、交通管理者、交通事業者やまちづくり関係者など幅
広い関係者と連携し計画を取りまとめることが必要

施設整備計画

走行空間 停留所 車両

運行管理システム

情報案内システム
■専用道

■専用レーン

■優先レーン

■連節バス■バスの正着

■上屋の設置等 ■PTPS

■情報案内

■バスロケ



走行空間はBRTの速達性・定時性の性能を左右する最も重要な施設

バス専用道の整備方法は、軌道法の軌道として整備、道路運送法の自動車道として整備、道
路法の道路として整備する方法がある
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計画段階
施設整備計画 走行空間（バス専用道を整備する形態）

適用法令 軌道法 道路運送法 道路法

道路の
定義

軌道は特別の事由がある場合を除
き道路に敷設(軌道法第2条)
軌道は道路法によれば、道路本体
でも附属物でもなく占用物とみな
される(道路法第32条)

道路法による道路及びその他の一
般交通の用に供する場所並びに自
動車道をいう(道路運送法第2条7)
自動車道とは、専ら自動車の交通
の用に供することを目的として設
けられた道で道路法による道路以
外のものをいい、「一般自動車
道」とは、専用自動車道以外の自
動車道をいい、「専用自動車道」
とは、自動車運送事業者が専らそ
の事業用自動車の交通の用に供す
ることを目的として設けた道をい
う(道路運送法第2条8)

一般交通の用に供する道路(道路
法第2条)

事例 ゆとりーとライン 気仙沼線・大船渡線BRT かしてつバス
ひたちBRT

整備・
運営主
体

整備：事業者
管理：事業者
※軌道敷は自治体

整備：事業者
管理：事業者

整備：自治体
管理：自治体

構造規
定

軌道建設規程 一般自動車道構造設備規則 道路構造令を基本とし、バスの運
行条件等から設計

バス専用道の適用法令による道路の構造等の違い



バス専用レーン、バス優先レーンの計画にあたっては、対象地域の特性や道路交通の状況を
十分に考慮し、設置位置を検討する
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計画段階
施設整備計画 走行空間（バス専用レーン、優先レーンを整備する形態）

路線バスの通行に係る規制方法
規制範囲 車両通行帯 道路全体・車道

区分 バス優先レーン バス専用レーン バス専用道

道路交通法
第20条の2
（路線バス等優先通行帯）

第20条2項
（専用通行帯）

第8条
（通行の禁止等）

規定の概要

路線バス等以外の自動車に対し、路線バス等
が後方から接近してきた場合に交通の混雑の
ため優先通行帯から出ることができないこと
となるときは、当該車両通行帯を通行しては
ならず、また、後方から路線バス等が接近し
てきたときは、その正常な運行に支障を及ぼ
さないように、速やかに当該車両通行帯の外
に出なければならない義務を課すもの。

特定の車両（バス）が通行し
なければならない専用通行帯
を指定し、かつ、他の車両
（小型特殊自動車、原付及び
軽車両を除く。）が通行しな
ければならない車両通行帯と
して専用通行帯以外の車両通
行帯を指定するもの。

歩行者、車両等の通
行を禁止するもの。

道路標識※

路線バス等優先通行帯(327の5) 専用通行帯(327の4)
通行止め(301)

車両通行止め(302)

二輪の自動車以外の
自動車通行止め(304)

※道路標識、区画線及び道路標示に関する命令における規制標識の種類・番号



連節バスを走行させる場合、走行する連節バスの諸元を把握

交差点部や曲線部において、連節バスの車両諸元を踏まえた走行軌跡を確認し、周辺車線等
への影響がないか確認

停留所周辺において、歩道を切削してバスベイを設置する場合、連節バスの車両諸元を踏ま
えた走行軌跡を確認し、停車位置、テーパー長を検討
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計画段階
施設整備計画 走行空間

単車バス 連節バス
全長 約10m～12m 約18m
全幅 約2.5m 約2.5m
最小回転半径 約8.3m～9.3m 約9.7m

バスの車両諸元の例

バスの車両諸元を踏まえた交差点改良の事例



BRTの停留所は、高齢者,車いす,障害者等をはじめとした誰もが乗降しやすい構造とすべき

停留所での乗降時間を短縮することで路線全体の停車時間を短くするなど、BRTの速達性を
高める工夫も重要

停留所の設置位置は、利用者の利便性･安全性､車道の確保､線形の円滑性等の観点から設置個
所の特性に応じ総合的に判断

設置位置の検討に際しては、事業者と調整を行う
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計画段階
施設整備計画 停留所（配置計画）

道路中央への設置 歩道上への設置
• バスを中央走行方式で運行する際、利用者の安全確保上必

要と判断される場合は交通島を設けることが原則
• また、歩道に接続しない停留所については停留所から歩道等

まで歩行者等が安全かつ円滑に移動できるよう十分な対策を
講じることが必要

• バス停留所の構造は、交通の状況や道路横断面構成等、道
路の状況を判断し決定する

• バスが停留所との隙間を空けず停車（正着）できるよう配慮
することが望ましい

交差点の先（流出側）に設置
（千鳥式）

交差点の先（流入側）に設置
（千鳥式）

交差点片側に集約設置
（対向式）

バスベイ型

テラス型

ストレート型

停留所

停留所

停留所



停留所においては、利用者が円滑に乗降できるよう、バスが正着することや、ステップの高
さについて高齢者や障害者が円滑に乗降できる構造であることが重要

高齢者、障害者等がバスを円滑に利用できるようにするためには、道路だけではなく関係者
の連携により車両、バス停、民地なども含むバスのネットワーク全体としてバリアフリー化
を図ることも必要

詳細は「道路の移動等円滑化に関するガイドライン※」を参照
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計画段階
施設整備計画 停留所（停留所の構造）

バリアレス縁石の構造 バスの正着状況

施工前 平均隔離50cm 施工後 平均隔離10cm

障害者乗降体験会の様子

バスから降りる様子
※道路の移動等円滑化に関するガイドライン（https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/bf/kijun/pdf/all.pdf）



＜例＞上屋(バスシェルター)の設置や自転車駐車場の整備（茨城県日立市 ひたちBRT）

• 専用道路内の各停留所に上屋
（バスシェルター）を設置

• パークアンドバスライド用駐車場やサイクル
アンドバスライド用自転車駐車場を設置
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計画段階
施設整備計画 停留所（停留所に必要な機能）

＜例＞鉄道とBRTのホーム乗入れやスマートな駅の整備（JR東日本 気仙沼線・大船渡線BRT）

• 鉄道とBRTが同じホームに乗り入れ、
段差を極力なくすことで乗り換えの円滑化

• 運行状況の提供をモニターで行う利便性
のほか、荒天時や夜間でもホッとするような
使いやすさを追求

停留所には、安全性確保やバリアフリー対応、地球温暖化に伴う気温上昇やゲリラ降雨の発
生時の待合環境の向上、利便性の向上などが求められるため、待合い環境を向上させるため
の工夫（ベンチ、上屋、風よけ、情報提供装置の設置）など、快適性を高める工夫を検討

他の交通モードとの乗り継ぎや主要施設とバス停を結ぶ動線上における上屋の設置、緑化、
環境施策の実施についても検討

鉄道とBRTのホーム乗入れ スマートな駅の整備

上屋（バスシェルター）の設置 自転車駐車場の整備



48

計画段階
施設整備計画 車両

BRTに使用する車両は、求められる機能に応じて、輸送力のある連節バスや、環境性能と明
示性に優れたバス車両等の導入を検討

特に利用者の多い都市部では連節バスの導入により、輸送力の増加によるバス停の滞留人数
の減少、運行回数の減少によるバスのスムーズな運行が期待

• 輸送需要（終日、ピーク
時、イベント等における集
中量など）

• 車両定員
• サービス水準（運行間隔

と頻度、着席性の確保）
• 車庫の確保
• シンボル性 など

導入車両検討の条件 連節バスの導入検討

【連節バス導入に関する法制度】
• 道路運送車両法の保安基準で定め

る基準値を超える車両については、
「基準緩和申請」を行い、地方運輸
局長の認定を取ることが必要

• 国内での導入実績がない車両につい
ては「道路運送車両保安基準の細
目」において「連節バスの構造要件」が
定められており、この基準を満たし、交
差点部や停留所において、走行性・
安全性の確認を行なったうえで、関係
部局との調整が必要

• 道路法に基づく道路管理者の特殊車
両通行許可申請、および道路交通
法に基づく警察署の制限外許可申請
なども必要

【車両走行軌跡等の走行安全性の確認】
• 連節バスを走行させる場合、走行する連

節バスの諸元（全長、全幅、最小回転
半径、連節部最大折れ角等）を把握

• 交差点部において、連節バスの車両諸
元を踏まえた走行軌跡を確認し、周辺車
線等への影響がないか確認。影響がある
場合は区画線の変更や、道路改良等の
対策を検討。なお、歩行者や自転車へ
の安全対策にも十分に配慮する

• 曲線部において、連節バスの車両諸元を
踏まえた走行軌跡を確認し、対向車線
等への影響がないか確認。影響がある場
合は区画線の変更や、道路改良等の対
策を検討
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計画段階
施設整備計画 運行管理システム

公共車両優先システム（PTPS，Public Transportation Priority Systems）の概要

運行管理はBRTの定時性・速達性の確保、並びに安全運行を支える上で重要な要素技術

速達性、定時性を高めるため、優先信号制御で連続する信号をスムーズに通過させる公共車
両優先システム（PTPS）の導入を検討

PTPSの導入には交通管理者との協議が必要



<例>清流ライナー（岐阜県岐阜市）
• ターミナルや郊外の乗継ターミナルの停留所において情報提供装置が
設置され、発車時刻の他、バス車両の現在位置と遅れの情報を提供
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計画段階
施設整備計画 情報案内システム

バスの到着・出発時刻、乗り継ぎ案内、運行状況等の情報を利用者に的確に提供・配信する
ことがBRTの利用促進や円滑な乗り継ぎにつながる

・ＢＲＴ発車時刻
・鉄道・バス等の路線図
・目的地までの所要時間
・停留所の到着予想時刻
・満空情報
・運行状況（遅れ、運休、災害時等）
・車両の位置情報
・結節点での乗り継ぎ場所
・乗り継ぎ交通の発車時刻
・乗り継ぎ交通の運行状況
・沿線の地域情報

（生活施設や観光施設の場所、
イベント情報など）

情報提供の内容（例）

交通結節点含む停留所

情報の発信場所

車内

自宅・外出先

【情報提供システムの構築と活用】
• バスロケーションシステムは、GPS等を
用いて収集されたバスの位置情報を利用
者が利用しやすいように運行情報として
整理し、携帯電話やパソコン、バス停の
表示板に情報提供するシステム

• すでに多数の路線バス事業者に導入され
ているシステムであることから、BRTで
もこのシステムを導入し、活用すること
が望ましい

バスロケーションシステムの概要

情報提供の内容と情報の発信場所
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計画段階
自動運転への対応

国内では他の車両の進入がないバス専用道において、自動運転の実証実験を実施

鉄道廃線からのモード転換は、専用道区間が多数を占めていることや、車道幅員が狭いこと
で運転手が心理的圧迫感を感じていることをを踏まえると、自動運転との親和性が高い

BRT運行の自動化により、運転手への負担軽減、運転手不足の解消、運行本数の増加などが
期待される

技術の開発動向を踏まえ自動運転の導入を検討することが重要

<例>気仙沼線BRTでの自動運転バス実証 <例>ひたちBRTでの自動運転バス実証
• 走行路面に埋め込んだ磁気マーカによりGNSSの届かないトンネル

等においても自車位置を特定し安全な走行を実現
• GNSSや磁気マーカ等のほか、道路わきに設置されたセンサで障害

物を検知した場合に、停止信号としたうえで車両を停車させる機能
も実証

• 自動運転車両と通信を行う路側センサを新たに設置するとともに、
多数の遠隔監視装置を広範囲に設置し運行

• 通常の路線バスのダイヤに自動運転バスのダイヤを追加して一般乗
客も乗車させて実証
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計画段階
BRTの事業スキーム

BRTでは、運営とインフラ整備を分割した上下分離（公設民営）方式が取られている事例が
多い

公共が土地、走行空間に加え、車両の所有・整備・維持を負担し、事業者の負担を減らして
いる事例あり

事業者としては採算も含めて将来持続的に事業を継続していきたい思いがあり、計画段階か
ら事業者の視点を組み込むなど、自治体と事業者で連携を行うことが重要

公営バス 民営バス 鉄道廃線に伴う代替交通

上下分離方式

所有
・
整備
・
運営

運営 公 民 民 民 民 民 民

車両・
停留施設

公 公 民 民 民 民 民

走行空間 公 公 公 民 民 公
民（専用道）
公（一般道）

土地 公 公 公 公(貸付) 民 公
民（専用道）
公（一般道）

固定資産税 ― ― ― － 有 ― 有（一部自治体において

減免）

特徴

• 公共側が求める
サービスレベルを
提供できる

• 公共側が一定の
関与を行うことで
公共側が求める
サービスレベルを
維持できる

• 一般的なバス事
業（BRT）の事業
形態

• 特定の事業の目的に基づき、民間事業者
が上下一体で運営している

• 鉄道廃線に伴い
自治体がインフラ
整備を行っている

• 鉄道廃線に伴い
鉄道事業者がイン
フラを整備して運
行を行っている

事例
ベイサイドブルー
※１事例

ゆとりーとライン(3セク)
基幹バス（2号系統）
萬代橋ライン
※３事例

幕張新都心
八王子バス など
※１７事例

南海りんかんバス
（土地は貸付）※

１事例

関西国際空港第2旅客
ターミナル線
※１事例

ひたちBRT
かしてつバス
※２事例

気仙沼線BRT
大船渡線BRT
白棚線
※３事例

負担

公 民

公 民



<例>沿道施設と一体となった
停留所 （茨城県日立市）

• ひたちBRTの中間停留所では、図書館
に併設する形で停留所を設置

• 停留所裏手に駐輪場と駐車場を整備
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事業化段階

計画段階で整理した施設計画や事業区分等に応じて、BRT導入による地域公共交通サービス
の機能強化に係る設計や施工を行い、実際に事業を推進

自治体だけではなく、官民連携を含め多様な主体との連携により整備を実施

<例>病院施設の活用
（岐阜県岐阜市）

• 岐阜大学病院には、敷地内にロータリー
があり、コミュニティバスとの乗継、車両の
転回・待機スペースとして利用

• このロータリーは病院側による費用負担
により整備した事例
（情報提供は公共が補助・整備し、運
行事業者が維持管理）

<例>商業施設内の待合スペース
（新潟県新潟市）

• 青山バス停では、バス停に商業施設が
近接しており、施設内にインフォメーション
センターを設置

• この待合スペースは、商業施設が自ら設
置した



第6章 交通結節機能の強化
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拠点整備とまちづくりが連動したモビリティ・ハブ等の整備

BRTは、地域の拠点間を結ぶ速達性と定時性の高い移動サービス

拠点では、広域幹線交通、地域交通、ラストワンマイルの移動など、複数の交通モードと効
果的に接続することにより、利便性を一層高めることが可能

BRT沿線の利用特性を踏まえ、必要な交通モードを組み合わせることで、拠点整備とまちづ
くりが連動した集約型公共交通ターミナル、モビリティ・ハブの整備を推進することが必要

SA/PA

道の駅

支線バス

地域拠点

モビリティハブ
モビリティハブ

BRT
拠点間を基幹交通として
大容量・高頻度・快速運行

高速バスとの接続

モビリティハブ

シェアサイクル、
電動キックボード

との接続

中心市街地

高速バス

地域拠点 地域拠点

拠点 地域

LRT

モビリティハブ

地域拠点

集約型公共交
通ターミナル

交通拠点におけるモビリティとの接続
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拠点整備とまちづくりが連動したモビリティ・ハブ等の整備
集約型公共交通ターミナルの整備

高速・広域な交通モードとの接続により、広域のアクセス性強化、移動圏域の拡大等、公共
交通全体のネットワークを考慮してマネジメントすることが重要

集約型公共交通ターミナルでは、様々な交通モードが集中し、その集積度が高い場合には、
地域の拠点にもなり得る

交通拠点においては、交通機能、防災機能、交流機能等の多岐にわたる機能が求められ、交
通拠点を取り巻く多様な主体との連携等により整備・強化していくことが必要

詳細は「交通拠点の機能強化に関する計画ガイドライン※」を参照

<例>バスタ新宿（東京都新宿区）
• バスタ新宿は、高速バスの乗車場所や待合

所、インフォメーションカウンターのほかコンビニ、
土産店等を配置。隣接する新宿ミライナタ
ワーと併せて道路一体建物として整備してお
り、交通ターミナル（道路空間）、鉄道駅、
商業施設、オフィス等が共存

• 複数の交通モード間の乗換えが1箇所で可
能な交通拠点としての機能を発揮

※交通拠点の機能強化に関する計画ガイドライン（https://www.mlit.go.jp/road/busterminal/index.html#4）
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拠点整備とまちづくりが連動したモビリティ・ハブ等の整備
モビリティ・ハブの整備

今後、シェアモビリティ等の普及、自動運転技術の進展やMaaSの導入等が見込まれる

モビリティの変化に対応し、様々な交通モードの接続・乗換拠点として、モビリティ・ハブ
を道路ネットワーク上に整備し、シームレスに利用できる環境を整備することが望ましい

交通拠点の立地特性を踏まえ、周辺の移動ニーズと移動圏域を設定するとともに、MaaSの観
点も踏まえつつ、モビリティ・ハブを拠点とし、移動圏域において利用が想定されるモビリ
ティの種類やネットワークの組み合わせを検討

上屋・ベンチ（待合スペース）等

駐輪場（自転車・キックボード）等

道路情報管理施設 駐車場

上屋・ベンチ（待合スペース）等

駐輪場（自転車・キックボード）等

モビリティ・ハブのイメージ
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官民連携（管理運営、事業・設計に係る提案公募、PPP/PFI）

交通拠点の管理運営段階においては、PPP/PFIを活用することで、民間のノウハウや資金を
活かした効率的な管理運営を行う方法が考えられる

事業化段階における設計・施工から官民連携手法を取り入れることにより、民間のノウハウ
をより活用する方法も考えられる
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《コラム》特定車両停留施設におけるコンセッション制度の活用

バスやタクシー等の停留施設を道路施設として位置付けるとともに、施設の管理運営にあ
たって民間ノウハウの活用を拡大することを目的として、令和2年5月に道路法が改正（令和
2年11月施行）

この法改正により、「特定車両停留施設」を新たに道路附属物として位置付けるとともに、
当該施設の管理運営についてコンセッション制度に係る規定が新たに定められた

• 特定車両停留施設は、旅客の乗降等による道路混雑の緩和を目的として道路管理者が設置するバス・タクシー等の事
業者専用の停留施設

• 当該施設の管理運営についてコンセッション制度を活用できることとなり、運営権を取得した民間事業者等（以下、「運営
権者」）が利用料金を徴収しつつ、自らのノウハウ等を活かして施設を効率的に管理運営することが可能となる

• また、道路法24条の工事、道路占用（例：待合所の増設工事、購買施設の占用）のうち、省令で定める行為につい
ては、運営権者と道路管理者の協議の成立で、承認・許可があったものとみなされるため、運営権者による機動的な施設
運営が可能となっている



第7章 主な支援制度

60



61

主な支援制度

地域公共交通の見直しのプロセスにおいて、計画策定やインフラ整備、車両購入等に対する
支援のほか、新たなモビリティサービスの実証等についても様々な支援制度がある

総合計画等の策定

地域公共交通計画の策定

都市マスタープランの策定

立地適正化計画の策定

事業計画の策定

都市計画変更の手続

設計・用地買収・工事

管理運営等の具体化

車両の購入

地域公共交通の運行

インフラ・車両の維持管理

検討着手

構想段階

計画段階

事業段階

管理運営段階

調
査
中

事
業
中

地域公共交通調査事業（計画策定事業）＜国土交通省＞
・内容：地域公共交通計画等の策定支援
・対象：法定協議会

集約都市（コンパクトシティ）形成支援事業＜国土交通省＞
・内容：立地適正化計画等の策定支援等
・対象：地方公共団体等

＜地域公共交通見直しのプロセス＞ ＜主な支援制度等＞

社会資本整備総合交付金＜国土交通省＞
・内容：走行空間・交通結節点の整備等
・対象：地方公共団体等

交通システムの低炭素化と利用促進に向けた設備整備
事業（LRT・BRT導入利用促進事業）＜環境省・国交省＞
・内容：車両の導入、ICTを活用したシステム整備等
・対象：地方公共団体、民間事業者等

地域公共交通維持確保事業（陸上交通：地域間幹線
系統補助）＜国土交通省＞
・内容：地域間幹線系統の運行について支援
・対象：民間事業者、法定協議会

地域新MaaS創出推進事業＜国土交通省＞
・内容：先進的かつ持続的なモデル創出に向けたMaaS実証
・対象：民間事業者等
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主な支援制度

No. 1 2 3 4 5 6 7

プロセスとの関係 構想段階 整備段階

事業 地域公共交通確保
維持改善事業

集約都市（コンパ
クトシティ）形成
支援事業

社会資本整備総合
交付金

社会資本整備総合
交付金

地域公共交通確保
維持改善事業

地域公共交通確保
維持改善事業

地域の脱炭素交通
モデルの構築支援
事業のうち、交通
システムの低炭素
化と利用促進に向
けた設備整備事業
（ＬＲＴ・ＢＲＴ
導入利用促進事
業）

地域公共交通調査
事業（計画策定事
業）

道路事業 都市・地域交通戦
略推進事業

地域公共交通バリ
ア解消推進等事業
（バリアフリー化
設備等整備事業）

地域公共交通バリ
ア解消推進等事業
（利用環境改善促
進等事業）

概要 地域公共交通計画等の
策定を支援

集約型の都市構造の形
成を推進するため計画
策定等を支援

バス等の走行空間、停
留所等の整備を支援

多様な交通モードの連
携が図られた都市交通
システムの構築を総合
的に支援

公共交通のバリアフ
リー化を一体的に支援

バリアフリー化された
まちづくりの一環とし
て、ＢＲＴ導入等、公
共交通の利用環境改善
を支援

「省CO2を目的に掲げ
た公共交通に関する計
画」に基づく、ＢＲＴ
等を導入する事業を支
援

支援 対象者 地域公共交通活性化
再生法に基づく協議
会（法定協議会）

地方公共団体
市町村都市再生協議
会
鉄道沿線まちづくり
協議会 等

地方公共団体 地方公共団体
法定協議会
都市再生機構 等

バス事業者等 バス事業者等 地方公共団体
バス事業者 等

対象事業等 【調査・検討等】
地域公共交通計画の策
定に必要な経費（地域
データの収集・分析の
費用、住民・利用者ア
ンケートの実施費用、
専門家の招聘費用等）

【調査・検討等】
・計画策定の支援
イ 低炭素まちづくり

計画
ロ 立地適正化計画
ハ 広域的な立地適正

化の方針
ニ ＰＲＥ活用計画等

【インフラ整備】
・道路の整備（バス専
用道、バス専用レーン、
バス優先レーン、交差
点改良等）
・道路附属物の整備
（ベンチ又はその上屋、
自動車駐車場、自転車
駐車場、道路情報管理
施設等）

【インフラ整備】
・バス等の公共交通の
施設整備（車両を除
く）
・交通結節点の整備
・スマートシティの推
進（情報化基盤施設の
整備、自動運転バスの
実証実験等） 等

【インフラ整備】
・バスターミナル等の
バリアフリー化、待
合・乗継施設整備
・ノンステップバス・
リフト付きバスの導入

【インフラ整備・車両
購入】
・BＲＴシステム等の導
入に要する経費（連節
バスの導入、停留施設
の整備 等）

【車両購入】
・BRTシステム等の整
備に伴う車両の導入
・BRTシステムの整備
と併せた情報通信技術
を活用したシステムの
整備（乗継情報提供、
ロケーション、ＩＣ
カード、ＰＴＰＳ等）

補助率等 補助率：1/2 補助率：1/2等 補助率：1/2等 補助率：1/3等 補助率：1/3等 補助率：1/3等 補助率：1/2

所管 国土交通省
総合政策局
地域交通課

国土交通省
都市局
都市計画課

国土交通省
道路局
環境安全・防災課

国土交通省
都市局
街路交通施設課

国土交通省
総合政策局
地域交通課

国土交通省
総合政策局
地域交通課

環境省地球環境局地球
温暖化対策事業室自動
車環境対策課

（参考）URL https://www.mlit.go.j
p/sogoseisaku/transp
ort/sosei_transport_t
k_000041.html

https://www.mlit.go.j
p/toshi/toshi_machi_t
k_000054.html

https://www.mlit.go.j
p/page/kanbo05_hy_
000213.html

https://www.mlit.go.j
p/page/kanbo05_hy_
000213.html

https://www.mlit.go.j
p/sogoseisaku/transp
ort/sosei_transport_t
k_000041.html

https://www.mlit.go.j
p/sogoseisaku/transp
ort/sosei_transport_t
k_000041.html

https://www.env.go.j
p/earth/ondanka/dats
utanso_innovation/in
dex.html
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主な支援制度

No. 8 9 10 11 12 13

プロセスとの関係 管理運営段階 自動運転等の新たなモビリティサービス

事業 地域公共交通確保維
持改善事業

地域公共交通確保維
持改善事業

未来技術社会実装事
業

地域新MaaS創出推進
事業

日本版MaaS推進・支
援事業

地方創生推進交付金

地域公共交通維持確
保事業（陸上交通：
地域間幹線系統補助）

地域公共交通調査等
事業（地域公共交通
利便増進実施計画等
に基づく利用促進や
事業評価の取組の支
援）

概要 生活交通ネットワークを確
保・維持するため、地域間
幹線系統の運行について支
援

地域公共交通計画・地域公
共交通利便増進実施計画に
基づき実施する利用促進及
び事業評価に要する経費を
支援

自動運転等の未来技術を活
用した新しい地方創生を目
指し、社会実装に向けた関
連事業を総合的に支援

新しいモビリティサービス
の社会実装を促進するため、
MaaS実証を委託事業として
実施

更なるMaaSの普及を図る観
点から、日本版MaaS推進・
支援事業を支援

地方公共団体が、まち・ひ
と・しごと創生法に基づき、
自主的・主体的で先導的な
事業の実施に要する費用に
充てる

支援 対象者 バス事業者
地域公共交通活性化再生
法に基づく協議会（法定
協議会）

地域公共交通活性化再生
法に基づく協議会（法定
協議会）

地方公共団体 等 民間事業者 等 地方公共団体
地方公共団体を構成員と
する協議会 等

地方公共団体

対象事業等 【運行経費】
・予測費用（補助対象経常
費用見込額）から予測収益
（経常収益見込額）を控除
した額

【調査・検討等】
・利用促進（マップ・時刻
表の作成、企画切符の発行、
モビリティマネジメントの
実施等）
・事業評価（目標達成状況
の把握・検証・評価等）

【自動運転等】
・自動運転等の未来技術を
活用し、地域課題を解決す
る（地方創生に寄与する）
事業

【MaaS等】
地域の課題解決や全国での
横展開に向けて、先進的か
つ持続的な事業モデルの創
出に向けたMaaS実証

【MaaS等】
・MaaS事業に必要となるシ
ステム構築費用等
・MaaS事業の効果や課題の
検証を行うための調査

【観光施策等】
・観光の振興（シェアサイ
クルポート等）、その他の
産業の振興に資する事業

補助率等 補助率：1/2 補助率：1/2 関係府省庁による総合的
かつ横断的な支援
（各種交付金・補助金、
制度的・技術的課題等に
対する助言等）

委託事業として実施 補助率：1/2以内 補助率：1/2

所管 国土交通省
総合政策局
地域交通課

国土交通省
総合政策局
地域交通課

内閣府
地方創生推進事務局
未来技術実装担当

経済産業省
製造産業局自動車課 ITS・
自動走行推進室

国土交通省
総合政策局
モビリティサービス推進課

内閣府
地方創生推進事務局

（参考）URL
https://www.mlit.go.jp/so
goseisaku/transport/sosei_
transport_tk_000041.html

https://www.mlit.go.jp/so
goseisaku/transport/sosei_
transport_tk_000041.html

https://www.chisou.go.jp/
tiiki/kinmirai/index.html

https://www.meti.go.jp/po
licy/automobile/caseyosan.
html

https://www.mlit.go.jp/so
goseisaku/transport/sosei_
transport_fr_000121.html

https://www.chisou.go.jp/
tiiki/tiikisaisei/souseikoufuk
in.html


